
仕様書 

 

1. 業務の名称 植栽管理業務 

 

2. 業務の概要 当該業務は、地方独立行政法人 堺市立病院機構 堺市立総合医療センター（以 

下、「甲」という。）における植栽地において植物の生育条件を整え、甲の美観 

維持を図るための業務である。 

 

3. 履行場所 堺市立総合医療センター他敷地内緑地 

 

4. 履行期間   令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

5. 業務の内容 

① 巡回点検 

実施時期：月 1 回（4 月～3 月） 

緑地内（屋上緑地も含む）を巡回し点検を行うこと。 

病害虫の発生の有無、雑草の有無、灌水ホースの破損等を点検すること。点検により不

具合があった場合は、甲に報告を行い一次対応を実施すること。なお一次対応の際に材

料費が発生する場合は別業務とし、甲に改善提案を行うこと。 

② 除草作業 

実施時期：週 1 回（5 月～10 月）、月 2 回（4 月、11 月～3 月） 

緑地内に生えている雑草の発生状況を確認し、抜き取り・処分すること。 

③ 灌水作業 

実施時期：週 1 回（5 月～10 月）、月 2 回（4 月、11 月～3 月） 

灌水ホースを使用して植栽への水やりを行うこと。 

④ 芝刈 

実施時期：年 8 回（5 月～10 月、12 月、2 月） 

芝刈機、刈払機を使用し芝刈りを行うこと。作業時は通行者、通行車両に十分注意を行

い、作業場所により飛散防止の養生を実施すること。 

⑤ 緑地手入れ 

実施時期：年 4 回（9 月、11 月、1 月、3 月） 

植栽範囲から飛び出している枝の剪定および上部への徒長枝等を切り詰め整形すること。 

⑥ 低木剪定 

実施時期：年 3 回（6 月、10 月、2 月） 

季節・環境の変化により発生した徒長枝、ランナー等を切除および花ガラ等を摘むこと。 

⑦ 高所剪定 

実施時期：年 2 回（6 月、11 月） 



高所の剪定および上部への徒長枝等を切り詰め整形すること。 

⑧ 地被類剪定 

実施時期：年 6 回（4 月、6 月、8 月、10 月、12 月、2 月） 

季節・環境の変化により発生した徒長枝、ランナー等を切除および花ガラ等を摘むこと。 

⑨ 薬剤散布（殺虫剤散布） 

実施時期：年 3 回（5 月、7 月、11 月） 

樹木を食害する害虫を予防または発生した害虫を駆除するために殺虫剤の部分的散布を

行うこと。 

⑩ 施肥 

実施時期：年 1 回（1 月） 

緑地の育成・維持のため施肥を行うこと。 

⑪ 枯れ保障 

業務対象エリアの植栽に枯れが発生した場合は、同系統・同品種の植栽に植え替えを行

うこと。なお、履行開始時に枯れている植栽がないか業務対象エリアの写真を撮影し、

甲へ写真付きの報告書として提出を行うこと。この報告書は枯れが発生した場合に使用

し、報告書から漏れている植栽があった際は、枯れの保障対象として扱う。 

 

6. 報告 

   各種作業結果および巡回点検結果については報告書を作成し、電子データ（ＰＤＦ）で 

提出すること。 

 

7. 特記事項 

① 甲は、受託者（以下、「乙」という。）に対し、当該業務に必要な水・電源等を無償提供

する。 

② 乙は、当該業務の遂行にあたり、造園技能士一級の資格を有している者を責任者として

選定すること。 

③ 乙は、施設利用者または施設等に危害の及ぶことがないよう養生・誘導等必要な安全対

策を講じること。 

④ 乙は、甲の駐車場を利用する場合、申請を行い甲の許可を得ること。 

⑤ 乙は、業務で発生したクズ、ゴミ等について持ち帰り適正に処分すること。 

⑥ 乙は、当該業務において抜き取った雑草、枝、ランナー等は、刈り倒しをせず、持ち帰

り適正に処分すること。 

⑦ 乙は、業務に要する資材について負担すること。 

 

8. その他 

この仕様書に定めなき事項については、甲乙協議し決定するものとする。 







植栽管理業務　年間スケジュール

計画 実施 計画 実施 計画 実施 計画 実施 計画 実施 計画 実施 計画 実施 計画 実施 計画 実施 計画 実施 計画 実施 計画 実施

1 巡回点検 12回/年 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 除草作業
1回/週

2回/月

週1回（5月～10月）　　  ：27回

月2回（4月、11月～3月）：12回

○

(月2回)

○

(週1回)

○

(週1回)

○

(週1回)

○

(週1回)

○

(週1回)

○

(週1回)

○

(月2回)

○

(月2回)

○

(月2回)

○

(月2回)

○

(月2回)

3 灌水作業
1回/週

2回/月

週1回（5月～10月）　　  ：27回

月2回（4月、11月～3月）：12回

○

(月2回)

○

(週1回)

○

(週1回)

○

(週1回)

○

(週1回)

○

(週1回)

○

(週1回)

○

(月2回)

○

(月2回)

○

(月2回)

○

(月2回)

○

(月2回)

4 芝刈 8回/年 5月～10月、12月、2月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 緑地手入れ 4回/年 9月、11月、1月、3月 ○ ○ ○ ○

6 低木剪定 3回/年 6月、10月、2月 ○ ○ ○

7 高所剪定 2回/年 6月、11月 ○ ○

8 地被類剪定 6回/年 4月、6月、8月、10月、12月、2月 ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 薬剤散布（殺虫剤散布） 3回/年 5月、7月、11月 ○ ○ ○

10 施肥 1回/年 1月 ○

11 枯れ保証 ---回/年 都度対応

7月
時期

4月 5月 6月
業務内容 回数

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月


